身体障害者補装具費を申請される方へ

申請書の提出の際には、下記のものが必要です。

※チェックした項目

□　補装具費（購入・借受け・修理）申請書
□　医師の意見書
（県知事の指定を受けた医師が記載したもの）
□　医師の処方箋
□　見積書（雲仙市の指定を受けた指定業者が記載したもの）

□　マイナンバー

　　　・個人番号カード又は通知カード

　　　・申請者の身元確認が出来るもの（免許証、保険証等）

　　※代理人の場合は代理人の身元が確認できるものが必要です。

　□　補装具支給申請にかかる調査書
□　調査書（市役所職員が記載したもの）
□　理由書（補聴器の耳あな型用・両耳申請時、車椅子を申請される方で身体障害者手帳３・４級）
□　印鑑（みとめ印）
□　身体障害者手帳
　　　※難病患者等は「特定医療受給者証（写）若しくは難病等に該当する

ことを証明する「医師の診断書」等を提出。
□　市民税課税証明書（本人及び配偶者が他市より転入の方に限る）
ご連絡

　補装具の種類によっては、県の機関で判定が必要です。交付するまでにおおよそ１ヶ月、意見書の不備や判定に時間を要するものは、更に遅くなる場合があります。
お問合せ先

補装具費（借受け）を申請される方へ

申請書の提出の際には、下記のものが必要です。

※チェックした項目


□　補装具費（購入・借受け・修理）申請書

□　医師の意見書

（県知事の指定を受けた医師が記載したもの）
□　医師の処方箋
□　見積書（雲仙市の指定を受けた指定業者が記載したもの）
　□　補装具支給申請にかかる調査書

□　印鑑（みとめ印）

□　身体障害者手帳
お問合せ先


補装具費（修理）を申請される方へ

申請書の提出の際には、下記のものが必要です。

※チェックした項目


□　補装具費（購入・借受け・修理）申請書
□　見積書（雲仙市の指定を受けた指定業者が記載したもの）
　□　補装具支給申請にかかる調査書

□　印鑑（みとめ印）

□　身体障害者手帳
　　　
お問合せ先


〒854-0492


長崎県雲仙市千々石町戊582


雲仙市役所　福祉課　高齢障害班


電話　０９５７－３６－２５００








〒854-0492


長崎県雲仙市千々石町戊582


雲仙市役所　福祉課　高齢障害班


電話　０９５７－３６－２５００








〒854-0492


長崎県雲仙市千々石町戊582


雲仙市役所　福祉課　高齢障害班


電話　０９５７－３６－２５００











